
◆◆◆◆
ゼゼゼゼ
ロロロロ
回回回回
答答答答
とととと

団団団団
交交交交
引引引引
延延延延
ばばばば
しししし

「「「「
妥妥妥妥
結結結結
月月月月
実実実実
施施施施
」」」」
でででで
人人人人
質質質質

今
春
闘
で
も
、
若
杉
常
務

理
事
は
労
働
委
員
会
命
令
・

最
高
裁
決
定
の
履
行
を
含
む

春
闘
要
求
に
す
べ
て
ゼ
ロ
回

答
。
し
か
も
賃
上
げ
回
答
に

は
、
一
九
九
五
年
以
来
「
妥

結
月
実
施
」
と
い
う
不
当
条

件
が
付
さ
れ
て
い
る
。
べ
ア

ゼ
ロ
回
答
の
上
に
、
四
月
末

ま
で
に
組
合
が
「
妥
結
」
通

告
を
し
な
け
れ
ば
、
就
業
規

則
賃
金
規
定
に
定
め
た
「
習

熟
昇
給
」
（
定
昇
に
あ
た
る

も
の
）
さ
え
、
組
合
員
に
対

し
て
は
四
月
分
を
実
施
し
な

い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
高
裁
判
決
は

こ
れ
を
明
確
に
不
当
労
働
行

為
、
不
法
行
為
と
指
弾
し
た
。

地
労
委
も
不
当
労
働
行
為
と

認
定
し
救
済
命
令
を
出
し
た
。

が
行
政
訴
訟
判
決
が
こ
れ
を

覆
し
た
為
、
若
杉
は
意
を
強

く
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

結
果
、
若
杉
は
次
の
よ
う

な
対
応
を
固
め
て
き
た
。

「
ゼ
ロ
回
答
を
言
う
団
交
を

一
回
や
る
。
後
は
団
交
を
引

延
ば
す
。
四
月
末
ギ
リ
ギ
リ

に
組
合
の
意
志
を
確
認
す
る
。

『
妥
結
』
と
言
え
ば
し
ま
い
。

妥
結
が
遅
れ
れ
ば
賃
上
げ
し

な
く
て
す
む
だ
け
。
経
営
は

何
も
痛
ま
な
い
」

◆◆◆◆
習習習習
熟熟熟熟
昇昇昇昇
給給給給
もももも
デデデデ
タタタタ
ララララ
メメメメ

更
に
習
熟
昇
給
の
中
味
も

デ
タ
ラ
メ
。
手
続
き
も
踏
ま

ず
に
恣
意
的
に
評
価
を
行
い
、

五
月
二
十
日
支
給
の
賃
金
で

結
果
だ
け
が
わ
か
る
と
い
う

や
り
方
を
強
行
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

◆◆◆◆
経経経経
営営営営
資資資資
料料料料
をををを
開開開開
示示示示
せせせせ
よよよよ

自
ら
松
浦
診
療
所
の
大
赤

字
を
生
み
だ
し
な
が
ら
、
ひ

た
す
ら
労
働
者
に
犠
牲
を
転

嫁
す
る
若
杉
。
書
面
で
の
経

営
資
料
開
示
要
求
も
拒
否
し

て
い
る
。
「
診
療
所
の
人
件

費
率
は
百
％
を
越
え
て
い
る
」

と
団
交
で
わ
め
く
若
杉
。
な

ら
ば
「
理
事
と
管
理
職
の
報

酬
、
一
般
職
員
の
賃
金
の
内

訳
を
示
せ
」
と
い
う
事
で
あ

る
。
自
ら
へ
の
高
額
理
事
報

酬
、
情
実
人
事
、
組
合
攻
撃

に
貢
献
し
た
者
へ
の
高
い
格

付
け
と
高
給
保
障
、
背
任
の

疑
い
の
濃
い
三
車
会
買
収
問

題
、
診
療
報
酬
全
額
債
権
譲

渡
問
題
な
ど
等
、
こ
れ
ら
こ

そ
、
ま
っ
先
に
メ
ス
を
入
れ

膿
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
な
の
で
あ
る
。
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告報
松
浦
診
療
所
の
閉
鎖
を

許
さ
ん
ぞ
！

若
杉
・
松
浦
は
労
働
者
・

患
者
に
内
紛
の
ツ
ケ
を

ま
わ
す
な
！
長
期
争
議

の
責
任
を
と
ら
せ
る
ぞ
！
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春
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不
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交

で
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げ

き

り



◆◆◆◆
組組組組
合合合合
機機機機
関関関関
紙紙紙紙
もももも
ちちちち
ささささ
りりりり

四
月
十
三
日
春
闘
団
交
終

了
後
、
若
杉
は
組
合
員
に
配

布
す
る
港
合
同
ニ
ュ
ー
ス
が

健
診
部
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
隅

に
あ
っ
た
の
を
発
見
。
居
合

わ
せ
た
Ｈ
組
合
員
に
処
分
を

チ
ラ
つ
か
せ
持
ち
去
っ
た
。

機
関
紙
制
作
と
配
布
は
基
本

的
な
組
合
活
動
。
こ
れ
を
妨

害
す
る
不
当
労
働
行
為
、
組

合
所
有
物
の
持
去
り
で
あ
る
。

◆◆◆◆
開開開開
きききき
直直直直
りりりり
処処処処
分分分分
策策策策
動動動動

組
合
は
た
だ
ち
に
抗
議
、

謝
罪
と
返
還
を
要
求
。
Ｈ
組

合
員
は
業
務
中
に
呼
出
し
を

受
け
た
が
、
置
い
て
た
事
は

知
ら
な
か
っ
た
と
説
明
し
た
。

若
杉
は
こ
れ
を
無
視
し
執

拗
に
処
分
を
策
動
し
て
き
た
。

◆◆◆◆
診診診診
療療療療
所所所所
にににに
所所所所
長長長長
はははは
不不不不
在在在在
？
！

四
月
二
十
四
日
Ｈ
組
合
員

に
、
新
井
所
長
名
に
よ
る
賞

罰
委
員
会
呼
出
状
が
課
長
よ

り
渡
さ
れ
た
。
組
合
は
新
井

医
師
に
団
交
要
求
。
す
る
と

「
自
分
は
所
長
で
は
な
い
。

賞
罰
委
員
会
の
こ
と
も
知
ら

な
い
。
勝
手
に
名
前
を
使
っ

て
い
る
。
若
杉
と
話
を
す
る
」

と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

経
営
の
み
な
ら
ず
法
人
運

営
に
お
け
る
若
杉
の
デ
タ
ラ

メ
ぶ
り
は
今
日
に
始
ま
っ
た

こ
と
で
は
な
い
が
《
所
長
不

在
》
と
は
医
療
機
関
と
し
て

致
命
的
不
祥
事
で
は
な
い
の

か
？

責
任
重
大
で
あ
る
。

◆◆◆◆
賞賞賞賞
罰罰罰罰
委委委委
員員員員
会会会会
をををを
強強強強
行行行行

組
合
は
若
杉
に
、
①
呼
び

出
し
状
の
撤
回
と
謝
罪
、
所

長
不
在
に
つ
い
て
の
釈
明
を

要
求
、
②
処
分
事
由
は
不
存

在
、
重
大
な
不
当
労
働
行
為

で
あ
る
と
抗
議
し
団
交
申
入

れ
を
行
っ
た
。
が
、
若
杉
は

団
交
も
拒
否
し
て
五
月
二
日

賞
罰
委
員
会
を
強
行
。
自
ら

出
席
し
て
「
譴
責
」
処
分
の

意
志
を
示
し
た
。

◆◆◆◆
自自自自
己己己己
保保保保
身身身身
とととと
健健健健
診診診診
部部部部
潰潰潰潰
しししし

こ
の
背
景
に
は
余
裕
の
な

い
若
杉
の
自
己
保
身
と
健
診

部
縮
小
―
廃
止
攻
撃
が
あ
る
。

健
診
部
は
全
港
湾
等
が
熱

心
に
取
組
ん
で
き
た
労
災
闘

争
、
安
全
衛
生
活
動
の
成
果

と
し
て
三
十
年
前
生
ま
れ
た
。

若
杉
は
一
年
前
の
松
浦
医

師
・
青
木
健
診
部
長
の
理
事

解
任
―
両
名
退
職
を
テ
コ
に

「
健
診
部
つ
ぶ
し
」
に
着
手
。

半
年
間
で
常
勤
三
名
に
紀

和
病
院
転
勤
攻
撃
を
か
け
組

合
員
以
外
の
二
名
を
退
職
に

追
い
や
っ
た
。
三
月
に
は
Ｈ

Ｇ
組
合
員
が
定
年
で
嘱
託
雇

用
に
移
行
。
残
る
常
勤
は
Ｈ

組
合
員
の
み
に
。
首
を
切
り

に
く
い
常
勤
組
合
員
を
的
に

し
た
卑
劣
な
処
分
の
デ
ッ
チ

挙
げ
で
あ
る
事
は
明
白
。
団

結
し
た
力
で
打
ち
返
そ
う
！
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大
阪
地
検
に
よ
る
不
当
な

南
労
会
不
起
訴
処
分
に
対
し
、

四
月
十
八
日
二
十
名
近
く
で

抗
議
の
ビ
ラ
ま
き
を
行
っ
た
。

早
朝
か
ら
の
検
察
庁
前
で
の

街
宣
は
多
く
の
人
の
注
目
を

集
め
、
ビ
ラ
の
受
取
り
は
良

好
。
支
援
の
仲
間
の
皆
さ
ん

に
大
き
な
力
を
頂
い
た
。

◆
ここここ
ここここ
でででで
持持持持
ちちちち
出出出出
すすすす
？？？？
「「「「
疑疑疑疑

わわわわ
しししし
きききき
はははは
被被被被
告告告告
人人人人
のののの
利利利利
益益益益
にににに
」」」」

終
了
後
、
松
浦
及
び
若
杉

に
不
起
訴
処
分
を
出
し
た
中

田
検
事
の
後
任
の
中
川
検
事

よ
り
不
起
訴
理
由
の
説
明
を

受
け
、
抗
議
。
約
一
時
間
。

ポ
イ
ン
ト
は
若
杉
が
十
二

回
の
一
時
金
未
払
い
に
関
し
、

中
労
委
命
令
が
禁
じ
た
減
額

三
条
項
を
撤
回
し
誠
実
に
団

交
を
行
っ
た
か
で
あ
る
。
命

令
は
こ
の
態
度
で
交
渉
す
れ

ば
妥
結
は
成
立
し
一
時
金
は

支
払
わ
れ
る
事
を
前
提
に
し

て
い
る
。
だ
か
ら
中
労
委
は

「
南
労
会
は
口
先
で
三
条
項

を
撤
回
し
た
と
言
い
、
新
た

な
査
定
を
持
ち
出
し
た
。
こ

れ
は
命
令
履
行
と
見
せ
か
け

る
潜
脱
」
と
判
断
、
検
察
に

命
令
不
履
行
通
知
を
送
っ
た
。

さ
て
検
察
は
…
「
若
杉
は
三

条
項
を
撤
回
し
た
と
言
っ
て

い
る
」
「
三
条
項
と
新
た
な

査
定
を
同
一
と
見
な
す
に
は

証
拠
不
十
分
」
「
刑
事
裁
判

と
な
る
の
で
『
疑
わ
し
き
は

被
告
人
の
利
益
に
』
で
不
起

訴
」
と
嘯
い
た
。
苦
笑
！

◆
「「「「
真真真真
っっっっ
黒黒黒黒
でででで
もももも
経経経経
営営営営
者者者者
のののの

利利利利
益益益益
にににに
」」」」
でででで
はははは
なななな
いいいい
かかかか
！！！！

妥
結
妨
害
の
不
誠
実
団
交

の
議
事
録
（
経
営
側
作
成
）

と
い
う
証
拠
を
前
に
し
て

「
泥
棒
は
『
泥
棒
し
て
な
い
』

と
言
っ
て
い
る
か
ら
不
起
訴
」

と
言
っ
て
い
る
の
も
同
然
。

正
に
「
真
っ
黒
で
も
経
営
者

の
利
益
に
」
で
あ
る
。

団
結
権
の
実
効
性
確
保
の

為
の
刑
事
罰
規
定
を
無
に
す

る
に
等
し
い
。

検
事
は
追
及
に
答
え
ら
れ

な
か
っ
た
。

労
働
委
員
会
命
令
不
履
行

は
、
履
行
し
な
い
限
り
日
々

新
た
な
犯
罪
を
発
生
さ
せ
て

い
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。

四
月
二
十
六
日
、
早
稲
田

大
学
・
佐
藤
昭
夫
名
誉
教
授

は
大
阪
地
検
に
南
労
会
に
対

す
る
告
発
状
を
提
出
し
た
。
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許
さ
ん
！
労
組
法
を
骨
抜
き
に
す
る
不
起
訴
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追

及

に

答

え

ら

れ

な

い

検

事
４月１８日 大阪地検前ビラまき

佐

藤

昭

夫

名

誉

教

授

が

南

労

会

を

告

発



四
月
二
十
七
日
、
賃
金
未

払
い
六
億
六
千
万
円
損
害
賠

償
請
求
裁
判
が
開
か
れ
た
。

昼
休
み
裁
判
所
街
宣
、
二

時
す
ぎ
市
役
所
前
公
園
で
の

集
会
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
前

と
裁
判
所
を
包
囲
す
る
デ
モ
、

そ
し
て
四
時
半
か
ら
弁
論
に

臨
ん
だ
。
長
時
間
の
闘
争
に

延
べ
六
十
名
を
超
え
る
仲
間

の
ご
結
集
を
頂
い
た
。
本
当

に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

橋
下
市
長
弾
劾
！
若
杉
が

重
ね
て
き
た
悪
質
な
組
合
つ

ぶ
し
、
不
当
労
働
行
為
。
橋

下
は
公
務
員
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
同
じ
こ
と
を
よ
り
徹
底
的

に
開
始
し
た
。
若
杉
が
そ
れ

で
更
に
意
を
強
く
し
て
い
る

関
係
。
市
役
所
前
集
会
で
は
、

南
大
阪
平
和
人
権
連
帯
会
議

大
野
議
長
が
橋
下
を

厳
し
く
弾
劾
し
、
市

労
連
と
弁
護
団
が
反

撃
に
立
ち
上
が
っ
て

い
る
、
団
結
し
て
攻

撃
を
跳
ね
返
そ
う
と

檄
を
と
ば
し
た
。

全
港
湾
大
阪
支
部

か
ら
は
山
元
書
記
長
よ
り
激

励
の
発
言
を
受
け
た
。
関
西

生
コ
ン
支
部
、
プ
リ
マ
ハ
ム

労
組
関
西
支
部
、
関
西
合
同

労
組
、
協
同
シ
ャ
フ
ト
労
働

組
合
、
関
単
労
、
な
か
ま
ユ

ニ
オ
ン
、
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー

ト
・
派
遣
労
働
組
合
、
管
理

職
ユ
ニ
オ
ン
、
そ
の
他
様
々

な
団
体
・
個
人
の
皆
さ
ん
に

参
加
し
て
頂
き
、
平
日
昼
間

に
効
果
的
訴
え
を
行
う
事
が

で
き
た
。

弁
論
で
は

十
三
名
が
原

告
席
に
、
傍

聴
席
も
満
杯

に
。
川
口
書

記
長
が
準
備
書
面
を

補
う
堂
々
の
陳
述
。

主
張
は
次
回
ま
で
、

証
人
も
次
回
に
は
決

定
し
次
々
回
が
証
人

尋
問
と
な
り
、
佐
藤

昭
夫
先
生
を
証
人
申

請
す
る
と
通
告
。
裁

判
官
に
労
働
法
制
の

根
本
を
理
解
さ
せ
公

正
判
決
を
勝
取
る
為
、

更
な
る
ご
支
援
を
お

願
い
し
ま
す
！
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集

会

と

デ

モ

で

の

ぞ

ん

だ

裁

判

闘

争
右

裁
判
所
周
辺
を
歩
く
デ
モ
隊

左

御
堂
筋
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
前

次回弁論 ６６６６月月月月22229999日日日日((((金金金金)))) １１１１１１１１時時時時半半半半～ 地裁６１０号

「「「「国国国国家家家家的的的的不不不不当当当当労労労労働働働働行行行行為為為為ⅡⅡⅡⅡ」」」」
佐佐佐佐藤藤藤藤昭昭昭昭夫夫夫夫先先先先生生生生が新刊本を出
版された。国鉄分割民営化
による団結権破壊との闘い
の実相と裁判を含む記録を
克明に記す。和田臨時雇用
員闘争も収録。4月27日夜
東京で出版記念会が開かれ
港合同と南労会支部より代
表が参加。「大和田委員長
がご存命なら必ず出席され
たはず」と和田さんは遺影
と共に参加。是非ご一読を。


